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『
伊
勢
物
語
』
初
段
を
考

え
る

(中

)

第
Ⅱ

部

歴
史
的
視
野
よ
り
の
接
近
　

「
春

日
斎
宮
」
酒
人
内
親
王
考

吉

田

達

一
、
酒
人
は
井
上
内
親
王
の
生
子
で
あ

っ
た
か

酒

人
内
親
王

の
出
自

に
つ
い
て
は
、
古

来
、

『
一
代
要
記
』

『本
朝
皇
胤
紹

運
録
」

『帝
王
編
年
記
』
な
ど
の
記
録
に
よ

っ
て
、
百
済
系
貴
族

の
出
自
で
あ

る
高
野
新
笠
を
生
母

と
し

た
桓
武
と
は
同
母
妹

で
あ
る
と
す
る
説
が
多
く
存
在

(注
-
)

し

た
。
と

こ
ろ
が
そ
の
説
を
否
定
し
て
、
酒
人

の
生
母
は
井
上
内
親
王

(
聖
武

皇
女
)

で
あ

っ
て
、
高
野
新
笠

で
は
な
い
と
す
る
有
力
な
説

が

一
方

に
存
在
し

(注

2
)

て
い
る
。
も
し
、
母
を
同
じ
く
す
る
兄
妹
と
す
れ
ば
禁

忌
に
触
れ
る

こ
と

に
な

り
、
も
し
異
母

兄
妹

と
す
れ
ば
、
上
古
以
来
多
く

の
例
を
有
す
る

の
で
こ
の
禁

忌
を
免
れ
る
。
筆
者

は
、
酒
人
の
歴
史
的
周
辺
を
洗

っ
て
み
た
結

果
、
両
者

は

同
父
同
母
兄
妹
で
あ

っ
た
と
す
る
側
に
傾

い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

一
応
、
否

定
説

の
主
張
を
も
し

っ
か
り
受
け
留
め
な

が
ら
考
察
を
続

け
た
い
と
思
う
。

1

同
母
妹
否
定
脱
の
論
拠
と
そ
の
存
疑

同
母
妹
否
定
説
の
挙
げ

る
最
も
大
き
な

理
由
と
し
て
、

『
続
紀
」
宝
亀
元
年

十

一
月
六

日
条
の
皇
親
叙
爵
記
事
が
あ
る
。
同
年
十
月

一
日
に
即
位
し
た
光
仁

は
、

一
カ
月
後
の
そ
の
日
に
、
先
ず
亡
父
施
基
皇
子

に

「
御
春

日
宮
天
皇
」
の

追
尊
号
を
奉

っ
た
後
、
井
上
内
親

王
を
皇
后
と
定
め
、
引
き
続

い
て
皇
親
関
係

の
叙
爵
を
行
な

っ
た
。

〔

〕

「
糞

従
四
位
騨

酋

品

↓
・
従

五
位
下
桑
原

・
王
・
鴨

・
王
・
神

・
王

、
並

、

従
四
位
下
。
酒

人
ノ
内
親
王

二
三
品
。
従
四
位
下
衣
縫
ノ
女
王
。
難
波

ノ
女
王
。

坂
合
部

ノ
女
王
。
能
登

ノ
女
王
。
弥
努
摩

ノ
女
王

,二並

二
四
品
。
元
位
浄
橋

ノ
女

王
。
飽
波
ノ
女
王
。
尾
張

ノ
女
王

二
並

二
従

四
位
下
。
」

右

の
個
所

に
つ
い
て
は
、
既
に
本
居
宣
長
が

『歴
朝
詔
詞
解
』

に
お
い
て
、

「
諌
と
あ
る
は
山
部
王

〔桓
武
天
皇
〕
な
り
、
衣
縫
難
波
坂
合
部

三
王
は
、

(光
仁
)

天
皇
の
御
姉
妹
也
、
酒
人
能

登
弥
努
摩
三
王
は
、
皇
女
也
、
か

く

て

此

中

に
、

酒
人
の
み
、

三
品

に
な
り
給

ひ
、

こ
こ
に
も
内
親
王
と

記
さ
れ
た
る

は
、

い
か
な
る
よ
し

に
か
、
も
し
く
は
此

一
柱

の
み
、
井
上
内
親

王
の
御
腹

に
や
お
は
し
ま
し
け
む
、
」

〔

〕
(注
3
)

と
述

べ
て
、
存
疑
を
表
わ
し
て
い
る
。

こ
れ
が
、
同
母
妹
否
定
説
の
先
縦
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

〔六
十
五
才
〕

宣
長
も
指
摘
す

る
よ
う
に
、
例
え
ば
、
光
仁

の
同
母
姉
で
あ
る
難
波
は
ま
だ

女
王
と
呼
ば
れ
て
四
品
を
授
け
ら
れ
た

に
過
ぎ
な

い
し
、
山
部
の
同
母
姉
と
さ

〔三
十
八
才
〕

れ
る
能
登
の
皇
親
称
号
も
ま
だ
女
王

で
あ

っ
て
、

四
品
を
授
け
ら
れ
て
い
る

に

以
下
正
史
の
引
用
は
す

べ
て
吉
川
弘
文
館

版

「
新
訂
増
補
国
史
大
系
」
に
よ
る
。

使
点

吉
田

一34一



聖
武
ー

井
上
内
親
王

(斎
宮
)

志
貴
ト
モ

:
;
:

 

天
智
ー

施
基
皇
子
-

光
仁

〔御
春
日
宮
天
皇
〕

2

説
〕

白
壁
王

酒
人
内
親
王

藤
原
乙
牟
漏

　

斎
宮

 

葛
井
藤
子

平
城

嵯
峨
-

仁
明

朝
原
内
親
王

阿
保
親
王

和
乙
継
1
高
野
新
笠

百
済
王
敬
福

理
伯

藤
原
不
比
等
ロ

武
智

麻
呂

ム晟

 

〔

〕

閲 業

係乎

略翼

系症

図 人

斎
宮

 

桓
武

(山
部
親
王
)

百
済
王
明
信

〒

尚
侍
.

継
縄

乙
叡

文
徳
ー

清
和

光
孝
-

宇
多

在
原
業
平

 

藤
原
平
子

伊
都
内
親
王

藤
原
旅
子

淳
和

 

朝
原
内
親
王

(斎

宮

)

酒
人
内
親
王

(斎

宮

)

陽
成

醍
醐
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過
ぎ
な

い
の
に
、

何
故
、
酒
人
だ
け
が
内
親
王
と
称

さ
れ

て
、
著
し
く
若
年

で

あ
る
に
も
拘
ら
ず
、

い
き
な
り
三
品
に
直
叙
さ
れ
て
い
る
の
か
。

更

に
、
宣

長
は
そ
の
詔

の
前
文
に
、

「
兄
弟
姉
妹
諸
王
子
等
悉
作
親
王
ユ
冠

位
上
給
治
給
、
」
と
あ
る
の
を
指
摘
し

て
、
〈

「
作
二
親
王

一」
…
…
従

四
位
下

衣
縫
女
王
難
波
女
王
坂
合
部
女
王
能
登
女
王
弥
努
摩
女
王
に
並
四
品
を
授
給

ふ

と
あ
る
、

こ
れ
皆
親
王

に
な
し
給

へ
る
よ
し
也
、

い
つ
れ
も
是
よ
り
後
は
、
内

親
王
と
あ
り
、
〉
と
述

べ
て
い
る
の
は
流

石
に
鋭

い
。
し
か
し
更

に
、
筆
者
も

疑
義
を

つ
け
加
え

た
い
こ
と
は
、
酒
人

に
だ
け
は
当
然
付

記
せ
ら
る

べ
き
前
位

記
が
欠
脱

し
て
い
る

こ
と
で
あ

る
。
普
通
は
、

「
元
位
浄

橋
女
王
」

の
ご
と
く

で
あ
り
、
ま

た
同
位
者
二
人
以
上

の
場
合

二
人
目
以
降
の
前
位

記
を
省
く

こ
と

が
所
定
の
位
記
法

で
あ
る
。
し
か
る
に
、
た
だ

一
人

の
場
合
に
こ
れ
を
省
略

し

た
事
例
は
珍
し
く
、
筆
者
の
調
査

に
よ
れ
ば
、

『
続
紀
』

『後
紀
』
を
通
じ
、

(注
4
)

皇
親
叙
位
に
お
い
て
は
特

に
殆

ど
孤
例

に
近
い
。
従

っ
て
、

こ
の

「
酒
人
内
親

王
三
品
」
の
記
載

は
、
桓
武
と
の
比
較

に
お

い
て
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
前
後
の

叙
爵
記
事
の
列
か
ら
は
浮
き
上
が

っ
て
い
て
、
全
く
特
別

の
処
遇
で
あ

る
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
。

(
後
述
)

2

同
母
妹
否
定
説
へ
の
決
定
的
反
証

更

に
、
井
上
生

母
説

に
対
し

て
疑
い
を
禁
じ
得
な
い
大
き
な
理
由

が
、
他

に

あ

る
。

〔
酒
人
関
係
年
表
〕
を
見
る
と
、
井
上
皇
后

が
巫
盈

の
事
に
坐
し

て
廃

さ
れ
た

の
は
宝
亀

三
年

三
月

二
日
、
更

に
続

い
て
他
戸
親
王

が
母
井
上
の
罪

の

故

に
皇
太
子
の
座
を
追
わ
れ

た
の
は
同
年

五
月
二
十

七
日
。
だ
の

に
、

同
年
十

一
月
十
三

日
に
酒

人
が
斎
宮

に
ト
定
さ
れ
て
、
所
謂

「
春

日
斎
宮
」
に
入
御
す

る
。
井
上

・
他
戸
が
共

に
幽

せ
ら
れ

て
同
日
に
死
す
る
の
は
更

に
三
年
後

で
あ

る
と
は

い
え
、
既

に
宝
亀

三
年
五
月
二
十
七

日
の
詔
に
は
、

「
魔
魅
大
逆
之
事

一
二
遍
朧
味
不
在
。
遍
麻
年
久
発
覚
奴
。
」

と
罪
状
が
天
下
に
公
示
さ
れ
、
同
日
付
を
以
て
、
皇
太
子
は

「
廃

二
皇
太
子
他

戸
王

一為

二
庶
人

一
。
」
と

い
う
厳
し

い
処
断
を
受

け
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
事
実

を

目
前

に
し
て
、
尚
、
そ
の
廃
后
井
上
所
生
の
皇
女
を
、
ど
う
し
て
天
皇

の
御

杖
代
と
も
崇
め
ら
れ
る
伊
勢
斎
王
の
座

に
ト
定
す
る

こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
ろ

う

。
即
ち
、
酒
人
は
井
上
内
親
王
を
生
母
と
す
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
の
決
定

的

証
左
が
、

こ
こ
に
あ

る
と
言
う
外
な

い
。

さ
て
、
筆
者
は
前
に
、

「
酒
人
叙
位

記
事
」

の
特
異
性

に
つ
い
て
指
摘

し
て

お
い
た
。
こ
の
点
を
も

っ
と
掘
り
下
げ

て
考
え

て
み
よ
う
。

(七
七
○
)

〔
関
係
年
表
〕
に
見

る
よ
う

に
、
宝
亀

元
年
八
月
二
十

八
日
、
大
学

頭
山
部

は
従
四
位

下
を
授
け
ら
れ
、
侍
従
を
拝
命
す

る
と
同
時

に
大
学
頭
を
免
ぜ
ら
れ

(七
六
六
)

る
。
山
部

の
大
学
頭
拝
命
は
何
時
か
不
明

で
あ
る
が
、
神
護
二
年
十

一
月
五

日

に
従
五
位
上
を
授
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
以
後

の
ど

こ
か
で
あ

る
こ
と
が

判
る
。
大
学

頭
は
従

五
位
上
相
当
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
山
部

が
宝
亀
元
年
八

月

に
至

っ
て
従
五
位
上
か
ら
三
階
特
進
し

て
従
四
位
下

に
な
る

こ
と
に
目
を
瞠

る
が
、

こ
れ
は
当
然
皇
親

に
よ
る
特
別
処
遇
と
解
せ
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
同
年

十

一
月
六

日
の
皇
親
叙
爵
で
四
品
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
山
部
の
場
合
、
至
当

で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
更

に
、
翌
二
年
三
月
十
三
日
付

で
中
務
卿
と
な

る
山
部

に
昇
叙

の
こ
と
が
な

い
の
は
、
中
務

卿
が
正
四
位
上
相
当
官

で
あ
る
か
ら

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
、
男
性
の
場
合
は

皇
親
と

い
え
ど
も
、
外
廷
的
性
格
を
も

つ

官
僚
社
会

の
体
制
の
中

に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い

て
、

そ
れ
を
逸
脱
す
る
こ
と
は

容
易

に
で
き
な
い
。
そ
れ

に
反
し
て
、
女
性
の
場
合

は
、
特

に
そ
れ
が
後
宮
と

な
り
、
更

に
皇
親
と
な

る
と
益

々
天
皇

の
内
廷
的

・
家
政
的
な
恣
意
性
に
委
ね

(
注
5
)

ら
れ
る
性
格
が
強
く
な

っ
て
行
く

こ
と
は
、
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。

酒

人
叙
位

の
状
況
を
考
え

て
み
る
に
、
光
仁
即
位

は
そ
の

一
カ
月
前
で
あ

っ

一36一



卜
翰

〔
酒

人

・
山

部

関

係

略

年

表
〕〈

各
柵
右
肩
ノ
数
字

ハ
年
令
ヲ
示
ス
。

(

)

ハ
関
係
事
項
V

ノ」770771

 

馳
恩ト
宝
亀
元

17

23

1819

酒

人

内

親

王

11
/
6
三
品

〔初
見
〕

11
/

13
伊
勢

斎
ト
ナ

ス
。

権

昌
春

日
斎

宮

昌
居

タ

マ
フ
。

山

部

親

王

(桓
武
)

糾
8
/

28
従
四
位
下
、
侍
従
ト

ナ
ス
。
大
学
頭
ヲ
免
ズ
。

11
/
6
従
四
位
下
緯

二
四
品

35
3
/

13
四
品
緯

ヲ
中
務
卿

ト

ナ

ス
。

(10
/
5
中
務
大
輔
菅
生
王

除
名
事
件
)

白

壁

王

(光
仁
)

62

(
8
/
4
称

億
崩

5
才
〉

同

日
立

太
子
。

10
/

1
即
位

。

636

闘
井
上
内
奎

井
ビ
伽

11
/
6
立
后

。

王

肪
1
/

23
他
戸
親
王
立
太
子
11
才

56
3
/

2

壺

ニ

セ
ラ
レ
廃

セ

ラ
ル
。

5
/

"
他
戸

ヲ
廃

シ
庶
人

ト
ナ

ス
。
其

ノ
母
井
上
廃
后
大
逆

ノ
事

ニ
ヨ
ル
。

需

4

3
1
/
2
立
太
子
。

(
4
/
23
菅
生
王
本
位
二
復

ス
)

65

(
10
/
14
同
母
姉
二
品
難

波
内
頼
王
露
ズ
)

57

10
/
19
復
タ
難
波
内
親
王
ヲ

魅
ス
、
詔
シ
テ
井
上
母
子
ヲ

幽
ス
。

774775776777

5678

21

9
/
3
伊
勢

二
向
カ
フ

塑
退
下
?

23加

」
繁
控
建
縫
㌧

(
コ
ノ
頃
東
宮
妃
ト
ナ
ル

カ
)

41

(
8
/
15
藤
原
乙
牟
漏
15
才

安
康
ヲ
生
ム
)

12
/

皇
太
子
不
悉
。
五
畿

内

二

幣
ス
。

666769
11
/

1
天
皇
不
予
。

聞5

4
/
27
井
上

・
他
戸
並

二
卒
ス

九
月
毎
夜
瓦

ビ
土
塊
、
内
竪
曹

司
及
京
中
諸
々
ノ
屋
上

二
降
ル

十
二
月
廃
后
母
子
ノ
崇
リ
ヲ
譲
フ

"編
馨

箋

馨
経

12
/

鴻
井
上
内
親
王

ヲ
改
葬
、

ソ
ノ
墳

ヲ
御
墓

ト
称

シ
、
守

ヲ

ク
o

778

9

邸

42
3
/ケm〃

籔
越
翻
塑
騙

フ

。

皇

子

膳
和
轟
乗

ヲ
以
テ
続
緬
セ
シ
ム
7
1
/
1
廃
朝
。
皇
太
子
枕

席
不
安
ヲ
以
テ
ナ
リ
。

1
/
20
井
上
内
親
王
ヲ
改
葬
。

779

1
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た
が
、
そ
の
時
点
で
、
斎

王
任
命

の
こ
と
は
既

に
父
光
仁
の
胸
中

に
あ

っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

六
十
二
才

の
老
天
皇

に
と

っ
て
、

幼

い
未
婚
の

皇
女

と
し
て

は
、
十
七
才

の
酒
人
内
親
王
し
か

い
な
い
。
し
か
も
、
斎

宮
ト
定
以
後
は
、
そ

の
退
下
ま

で
叙
爵
対
象

と
は
な
り
得
な
い
。
斎
王
は
、
俗
界
の
秩
序

に
属
さ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
現
に
、
先

に
斎
王
と
な

っ
た
井
上
内
親
王
の
場
合
は
、
ト
定

時

五
才

で
あ

っ
た
が
在

任
約

二
十
五
年

間
の
退
下
後
、
天
平
十
九
年
正
月
の
叙

位

で
初

め
て
元
品
か
ら

い
き
な
り
二
品
に
叙
さ
れ

て
い
る
。
時

に
三
十

一
才

で

あ

っ
た
。
と
す
れ
ば
、
ま
だ
う
ら
若
い
十
七
才

の
酒
人
を
心
に
置

い
て
、

こ
れ

に
銭

す
る
意
味

で
の
特
授

で
あ

っ
た
、
と
は
解
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
以
上
の
考
察
を
結
論
す
る

に
、
前
述
し
た
、
酒

人
を
井
上
廃
后
の
生

子

と
解
し
得
な

い
決
定
的
な

理
由

に
よ

っ
て
、
酒
人
は
山
部

の
同
母
妹
で
あ

っ

た
と
断
じ
た
い
の
で
あ

る
。
従

っ
て
、

「
春

日
斎
宮
」
酒
人
と
山
部
と
の
婚
姻

は
同
母

兄
妹
婚

で
あ

っ
た
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
、
極

め
て
禁
忌
意
識
に
触

れ

る
ご
と
く

に
言
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、
同
時
代

に
お

け
る
同
種

事
例
と

〔六
八
四
-
七
五
七
〕

し
て
は
、
県
犬
養

三
千
代

を
同
じ
く
母
と
す

る
橘
諸
兄

(
葛
城
王
)
と
藤
原
多

(注

6
)

比
能
の
場
合
、
を
挙
げ

る

こ
と
が
で
き
る
。
従

っ
て
、

こ
の
種
禁
忌
意
識
の
時

代

的
変
遷

に
つ
い
て
は
再

考
す

る
余
地
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
い
か
が

で
あ
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
酒
人
を
井
上
内
親
王

の
生
子
と
す
る
説
は
、

こ
れ
を
退
け
ざ

る

を
得
な

い
。

二
、

酒

人

の

イ

メ

ー

ジ

と

そ

の
周

辺

さ
て
、

酒
人

に
つ
い
て
は
、

実

に
重
大
な
伝
承
的
事
実

が

こ
こ
に
存
在
す

る
。
酒

人
は
、
所
謂

「
春

日
斎
宮
」
に

「
権
居
」
し
た
足
掛

け
三
年
間
の
潔
斎

を
終

っ
た
後
、
宝
亀
五
年
九
月
三

日
、

伊
勢

に
群
行
す
る
。
時

に
二
十

一
才

。

と

こ
ろ
が
、
翌
六
年
早

々
に
し

て
退
下
し
た
事
実
を
知
る
。
即
ち
、

「斎

宮
表

」

に
よ
れ
ば
、
次
代
斎
主
浄
庭
女
王
の
ト
定

が
同
六
年
四
月

二
十
九

日
と
あ

る

(
注

7
)

か
ら
で
あ
る
。
酒

人
は
伊
勢
参
向
後
、
僅
か
半
年

に
し
て
退
下
せ
し
め
ら
れ
た

と
い
う

こ
と

に
な
る
。
事
由
は
明
ら
か
で
な

い
。

1

斎
王
の

「
別
故
」

抑

々
、
斎
王
退
下

の
事
由
と
し
て
は
、
甲
田
利
雄
氏

に
よ
れ
ば
、

「
斎
宮

の

退
下
は
多
く
代
替
り

に
依

っ
て
行

は
れ
た
。
そ
の
他
に
は
斎
宮
が
近
親

の
喪

に

遭
は
れ
る
か
、
御
自
身

の
病
、
或
は
別
故

に
よ
る
場
合
も
あ

っ
た
。
何
れ

に
し

て
も
退
出
す

べ
き
京

の
告
を
得
れ
ば
、
直
ち

に
斎
宮
寮

の
内
院
よ
り
下
座
、
別

(
注
8
)

殿

に
移
御

に
な
る
の
で
あ
る
。
」
と
あ

る
よ
う
に
、
先
ず
第

一
に

「代
替
わ
り

」
、
第

二
に

「
近
親

の
喪
」

で
あ
る
が
、
酒
人
の
場
合

は
そ
の
い
ず
れ
で
も
な

い
。
第
三

に
御
自
身

の
病
で
あ
る
が
、
退
下
後
間
も
な
く
山
部
東
宮
妃
に
召

さ

れ

て
い
る
事
実
が
、

そ
の
生
子
朝
倉
内
親
王

の
莞
年

よ
り
逆
推
さ
れ
る
の
で
、

(
注

9
)

特

に
退
下
理
由
と
な

る
程
の
病
気

が
あ

っ
た
と
は

考

え

ら

れ
な
い
。
と
す
れ

が
、
残
る
の
は
第
四
の

「
別
故

」
で
あ

る
。

「
別
故
」
と
は
、
主
と
し

て
考
え
ら

れ
る
重
大
な

事
由

と
し

て
、
未
婚

の
皇

女
を
以

て
ト
定
さ
れ
る
は
ず

で
あ
る
斎
王

の
絶
対
的
条
件

が
失
わ
れ
た
場
合

が

あ
る
。
歴
代
斎
王
の
う
ち
、

こ
の
種

「
別
故
」

に
よ

っ
て
退
下
せ
し
め
ら
れ

た

事
例
は
、
思
い
の
外

に
多

い
。

酒
人
以
前
で
は
、
雄
略
=
稚

足
姫
皇
女

(
拷
幡
皇
女

・
白
髪
内
親
王
ト
モ
)
、

欽

明
=
磐
隈
皇
女

(
夢
皇
女
ト

モ
)
、
敏
達
=
菟
道
皇
女
が
あ
る
。
酒
人
以
後

で
は
、
文
徳
=
慧

子
内
親
王
、
清

和
=
悟
子
内
親
王
、
花
山
=
済
子
内
親

王
が

目
に
つ
く
。

先
ず
、
稚
足
姫
皇
女

の
場
合
は
冤
罪
で
あ

っ
た
が
、
疑

わ
れ

た
皇
女
は

「
伊
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(
ヒ
0
)

勢

五
十
鈴
河
の
上

に
詣

で
ま
し
て
」
、
自
害
し

て
果

て
た
。
と
か
く
、

こ
の
種

の
噂
が
斎
宮
の
身

辺
に
立
ち
易

い
状
況
で
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
磐
隈
皇
女

の
場
合
は
、

「
欽
明
紀
』

二
年
三
月
条
、

「
初
侍
二
祀
於
伊
勢
大
神

一
。
後
坐

レ

粁

二
皇
子
茨
城

一解

。
」
。
菟
道
皇
女
の
場
合

は
、

「
敏
達
紀
」
七
年
三
月
余
、

「
侍
二
伊
勢
桐

一
。
即
軒
二
池

辺
皇
子

一
。

事
顕
而
解
。
」
と
録
さ
れ
て
い
る
。

さ

て
、
酒

人
以
後
を
見
る
と
、
文
徳
皇
女
の
う
ち
伊
勢
斎
王

・
賀
茂
斎
王

に

ト
定
さ
れ
た
四
人
の
内
親
王
が
あ
る
が
、
そ
の
二
人
、
即
ち
文
徳
時

の
濱
越
壕

王
慧
子
と
清
和
時

の
伊
勢
斎
王
括
子
と
の
上

に
、
そ
の
影

が
さ
し
て
崩
蝿
P
㌦
剰

者
は
、

『文
徳
実
録
』
天
安

元
年

二
月
廿
八
日
条

「
廃
二
鴨
斎
内
親
王
恵
子

一
。

…
:
其
事
秘
者
、
世
無
レ
知
レ
之
也
。
」
と
あ
る
記
事
に
よ

っ
て
、

こ
れ
を

「
別

故
」
と
想
定

さ
せ
る
も

の
が
あ

り
、
後
者
は
、
言
う
ま
で
も
な
く

『
伊
勢
物
語
』

六
十
九
段
、
所
謂

「
狩
使
段
」
斎
宮
の

モ
デ

ル
に
擬
せ
ら
れ
る
人

で
あ
る
。
時

代
が
降
れ
ば
、
斎
宮
制
度

の
整
備
も
手

つ
だ

っ
て
か
、

こ
の
種

事
故
は
そ

の
影

を
潜
め
る
瑛

そ
れ
で
も
、
花
山
の
斎
宮
済
子

(醍
醐
皇
遜
蛎

ご
と
文

伊

勢
群
行
前
潔
斎
地

に
お

い
て
退
下
さ
せ
ら
れ
た
例
も
あ
る
。

上
代

の
事
例
-

従

っ
て
そ
の
伝

承
1

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
降

っ
て

『

伊
勢
物
語
』
制
作
時
期

の
至
近
距
離
に
お
け
る
こ
れ
ら
時
点

に
お

い
て
、

こ
の

種

「
別
故
」
の
事
例
を
連
続
的

・
集

中
的
に
見

て
い
る

こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

そ
れ
ら
の
事
例
は
、

『
伊
勢
物
語
」
の
原
初
形
態
が
出
現
す
る
と
思
わ
れ
る
九

世
紀
末
葉
か
ら
、

『
現
存
本
」

の
形
態
に
ま

で
絶
え
ざ
る
成
長
増
益
を
遂
げ
て

終
に
は

「色
好
み
業
平
像
」
に
ま
で
発
展
し
た
十
世
紀
末
葉
に
至
る
時
期
i

い
わ
ば
現
存
本

『伊
勢
物
語
」
形
成
期
1

の
、
ち
ょ
う
ど
前
後
を
掘
す
る
時

点

に
当
た

っ
て
い
る
、
と
言
い
換

え
て
も
よ
い
。
即
ち
、
そ
の
当
時

の
話
題
と

し

て
宮
中
や
巷
間

で
も
現
実

に
こ
れ
ら

の
噂
が
唖
か
れ

た
で
あ
ろ
う
し
、
従

っ

て
、
物

語
作
者
の
食
指
を
動
か
し
た
材
料

で
も
あ

っ
た
に
違

い
な
い
。

さ
て
、
酒

人
の
場
合

に
立
ち
戻

っ
て
、
考
察
を
進
め
た
い
と
思
う
。

2

「東
大
寺
要
録
』
所
収
記
事
と
仮
説

〔年
表
〕
に
よ
れ
ば
、

酒

人
が

桓
武
の
た
め
に

朝
原
内
親
王

を
生

ん
だ
の

が
、
宝
亀
十
年
、

二
十
六
才
の
時

で
あ

る
か
ら
、

そ
の

一
・
二
年
遡

っ
た
時
点

で
東
宮
山
部
の
妃
と
な

っ
た
と
想
定
さ
れ
よ
う
。
酒
人
に
関
し
て
は
、

「
東
大

寺
要
録
」
所
収
の
、

『
日
本
後
紀
」
逸
文

か
と
思
わ
れ
る

「
酒
人
内
親

王
塊
伝
」

の
記
事
が
あ

る
。
そ
の
内
容
は
、
極
め
て
重
要

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

全
文
を
掲
げ
る
。

(
八
二
九
)

「
天
長
六
年
八
月
丁
卯

。
二
品
酒
人
内
親
王
箆
。
廣
仁
天
皇
之
皇
女
也
。
母

贈
吉

野
皇
后
也
。
容
貌
妹
麗

。
柔
質
窃
窮
。
幼
配

二
斎
宮

一
。
年
長
而

還
。

俄
叙
三
二
品

一
。
桓
武
納
二
之
披
庭

一
。
寵
幸
方
盛
。
生
二
皇
子
翻
源
鮪
親

王

一
。

為
レ
性
据
傲
。
情
操
不
レ
修

。
天
皇
不

レ
禁
。
任
二
其
所

τ
欲
。
媒
行
彌
増
。
不
レ

(暮
)

能
二
自
制

一。
弘
仁
年
中
優
二
其
衰
慕

一
。
特

授
二
二
品

一
。
常
於
二
東
大
寺

一。

行
二
万
燈
之
金
日
一
。
以
為

二
身
後
之
資

一。
縫
徒
普
之

。
亮
時
年
七
汁

六
。
(知

城
国
愛
宕
郡
公
田
四
段

一
百
歩
宛
二
紫

野
院

一
。

〈

(
頭
注

)
1
妹
、

原

作

(東
大
寺
図
書
館
蔵
木
)

寺
所
蔵
国
宝
本
)

疑
、
拠
紀
略
改
、
館
本
作

姫
V

〔
行
開
(

吉
田
注

)
〕
(注
"
)

こ
の
記
事

の
信
慧
性

に

つ
い
て
は
、

や
や
疑
わ
し
い
点

が
な

い
で
も
な

い
。

光
仁
を

「
廣
仁
」
と
書
く

こ
と
は
、

『類
聚
国
史
」
が

一
貫
し

て

「
廣
仁
」
の

字
を
用
い
、

「
日
本
紀
略
』
も
表
題
を
除
い
て
は
、

こ
の
特
定

の
漢
風
識
号
を

(注

15
)

用

い
て
い
る
か
ら
、
ま
ず
よ
い
と
し
て
も
、
十
九
才

に
し
て
斎
宮
と
な

っ
た
酒

人
を

「
幼
配
二
斎
宮

」

と
い
い
、

そ
の
二
年
前
の

宝

亀
元
年

に
十
七
才

に
し

て
三
品

に
直
叙
さ
れ

て
い
る
の
に

「
年
長
而
還
俄
叙
二
三
品

一」
と

述

べ
て
い

る
誤
記
は
、
正
史
と
し

て
は
余
り
に
杜
撰
で
あ
る
。
斎
宮
は
代
替
わ
り

の
初
頭

に
未
婚

の
皇
親
が
選
ば
れ
る
の
で
、
普
通
は
幼
少

で
あ

る
こ
と
が
多
く
、
井
上

一39一



は
養
老
五
年
に
五
才

で
、
朝

原
は
延
暦
元
年
に
四
才

で
ト
定
さ
れ

て

い

る

か

ら
、

そ
の
い
ず
れ
か
と
混
同
し
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
。
更

に
、

「
母
贈
吉
野
皇

后
也
」
に
も
問
題
が
あ
る
。

(注
-
)

と
も
あ
れ
、

こ
の
文
面
の
意
味
す

る
と

こ
ろ
は
、
極
め

て
ス
キ

ャ
ン
ダ

ラ
ス

で
あ

っ
て
、
驚
か
さ
れ
る
。
先
ず
、
酒
人

の
容
姿

(
性
情
を
含
む
)
に
関
し

て

は
、

「
容
貌
妹
麗
。
柔
質
窃

爽
。
」
と
あ
る
か
ら
、
だ

い
た
い
、

『
初
段
』
の

「
い
と
な
ま
め

い
た
る
」

に
該
当
す

る
と
見

て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

「
桓
武
納

二

之
液
庭

二。
寵
幸
方
盛

。
」
と
あ
る
の
は
、

『
一
代
要
記
』

に
も

「
寵
幸
第

一
也

」
と
あ

る
か
ら
、
ま
ず
、

そ
の
資
質
の
記
事
か
ら
し

て
首
肯
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。

然
る
に
、

文
章

が
再
び
酒
人
の
性
情

の
こ
と

に
触
れ
て

「
為

レ
性
据
傲
。

情
操
不
レ
修
。
」

と
書
き
始
め
る
の
は
、

叙
述

が
伝
記
的
な
配
慮
の
許

に
流
れ

て
い
る
の
で
、
朝
原
内
親
王
出
生
後

の
こ
と
と
解
し

て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ

う
す
れ
ば
皇
太
子
山
部

伊
勢
親
拝

(
後
述
)
の
直
後
と

い
う

こ
と
に
な

る
。
或

は
、
元
位
藤
原

乙
牟
漏

(
二
十
四
才

)
を
正
三
位

に
直
叙
し
、
直
ち
に
立

て
て

皇
后
と
な
し
た
頃

の
こ
と
と
解
し

て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
時

に
、
酒

人
既

に
三

十
才
。

詑

そ
う
と
す
れ
越

こ
の
彗

口は
、

次
の

「
天
皇
不

・
禁
。
任

其

所

一レ
欲
。
婬
行
弥

増
。
不
レ
能
二
自

制

一。
」
と

い
う
文
詞
と

密
接
に
関
連
し

て

い
る
と
解
さ
れ
、

そ
こ
に
、
酒
人
退
下
後

の
桓
武
後
官

に
お
け
る
桓
武

そ
の
人

と

の
精
神
的

・
肉
体
的
交
渉

に
お
け
る
か
な
り
具
体
的
な
事
象
が
踏
ま

え
ら
れ

た
上

で
の
評
言

で
あ
る

こ
と
が
窺

い
知
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
先
述

「
寵
幸
方

盛
」
と
あ

っ
た
の
は
、
酒
人
が
皇
太
子
山
部

の
妃
と
な

っ
た

二
十
三

・
四
才

の

頃
か
ら
、

多
く
と
も

五

・
六
年
の

間

に

過
ぎ
な
か

っ
た
こ
と

に
な
る
。

そ
し

て
、

「
天
皇
不
レ
禁

」
に
表
わ
さ
れ
た
桓
武

の
側

の
心
情
を

推
察
す

る
に
、
中

国
的
専
制
君
主
の
風
貌
さ
え
従
来
の
史
家

に
認
め
ら
れ
て
き
た
程
の
桓
武

に
は

似
合
わ
ず
、
ま

こ
と

に
不
可
解
で
あ
る
。
何
か
余
程
、
酒
人

に
対

し
て
は

一
目

置
か
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
弱
点
が
、
桓
武
自
身
の
心
情
内
部

に
介
在
し
て
い
た
と

(淫
)

し
か
思
え
な
い
。
そ
し
て
次

に
、
酒
人
の
側

に
関
す
る

「
婬
行
弥
増
。
不
レ
能

二

自
制

一。
」

に
至

っ
て
は
、

全
く
異
常

で
あ
り
、

狂
的
と
し
か
言
い
よ
う
が
な

い
。さ

て
、

こ
こ
で

〔
酒
人
関
係
年
表
〕
を
更

に
詳
し
く
眺
め

て
み
る
必
要

が
あ

る
。

か
り

酒
人
が

「
春

日
斎
宮
」
に

「
権

に
居

た
」
十

九
才

の
時
の

こ
と
で
あ

る
。
第

-
部
に
論
述
し

た
よ
う
に
、
酒
人
は
平
城
宮
内
裏
東
院
地
域
の
南
半

(
楊
梅
宮

)
の
更

に
南
端

に
近

い
小
丘
、
現
在
、
字
奈
多

理
坐
高
御
魂
神

社
の
鎮
座
す
る

「
ウ
ナ
タ
リ
の
森
」
の
地
点

(或
は
そ
の
付
近

)
に
、
宝
亀
三
年

の
十

一
月
以

(
注

16
)

降

「権

居
」
し

て
い
た

こ
と
に
な

る
。
当
時
桓
武
は
即
位
前
で
あ
り
、
ま
だ
皇

太
子
で
さ
え
な
か

っ
た
。
そ
の
時
、
四
品
中
務
卿

で
あ

っ
た
山
部
親
王

が

「権

居
」
中

の
同
母
妹
酒
人
に
会
う

こ
と
は
、

必
ず
し
も
不
可
能
な

こ
と
で
は
な
か

っ
た
と
想
像
す
る
。
山
部

の
立
太
子

(
宝
亀
四
年

正
月

二
日
)
以
後
は
、
側
近

藤
原
百
川
等
の
擁
立
画
策
の
う
ち
に
置
か
れ
て
、
政
治
的

に
か
な
り
多
忙
と
な

る

で
あ
ろ
う
か
ら
、
酒
人
と
の
間

に
所
謂

「
別
故
」

に
相
当
す

る
密
事

が
あ

っ

た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
宝
亀

三
年
十

一
月
十

三
日
以
降
、
山
部
立
太
子
の
同

四
年
正
月
二
日
以
前
の
時
期
、

即
ち
、
そ
の
約

一
カ
月

の
間
に
限
定
さ
れ

て
く

る
。
酒
人
が
伊
勢
着
任
後
、

早

々
に
し

て
退
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
事

(
注

17
)

由
も
、

こ
の
辺
り

に
潜
ん
で
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

酒
人

・
山
部

両
者
の
心
情

に
関
し

て
は
、
更

に
次
章

に
お
い
て
考
察
を
続
け

た
い
。
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三

、

「
昔

、

男

」

は

山

部

(
桓
武

)

で
も

あ

っ
た

か

1

皇
太
子
山
部
の
伊
勢
親
拝

「年
表
」

に
よ
れ
ば
、
宝
亀

八
年
1

そ
れ
は
伊
勢
を
退
下
し

た
酒
人
が
東

宮
妃
に
迎
え
ら
れ
た
時
期
と
殆
ど
重
な
る
ー

の
年

の
暮
れ
よ
り
約

一
年
間
、

山
部
は

「
枕
席
不
安
」
の
状
態
と
な
る
。

▽
八
年
十

二
月
廿
五

日
。
皇
太
子
不
念
。
遣

レ
使
奉

二
幣
於

五
畿
内
諸
社

一。

▽
九
年
春
正
月
戊
申
朔
。
廃
朝
。
以
二
皇
太
子
枕
席

不

一
レ
安
也
。

▽
同
年

三
月
廿

日
。
講

二
経
於
東
大
西
大
西
隆

三
寺

一
。
以
二
皇
太
子
寝
膳
乖

一
レ

和
也

。

▽
同
年
同
月
廿

四
日
、
勅

日
、
「
頃
者
。
皇

太
子
況

レ
病
不

レ
安

。
梢
経
二
数
月

一
。

錐

レ
加

二
医
療

一
、
猶
未

二
平

復

一
。

(
中
略

)
宜
可
レ
大
二
赦
天
下

一
。

(後

略

)
」
』
又
為
二
皇
太
子

一
令
下
度

二
冊
人

一出
家
上
。

▽
同
年

同
月
廿
七

日
。
大
稜
。
遣

レ
使
奉
二
幣
於
伊
勢
大
神
宮
及
天
下
諸
神

一
。

以
二
皇
太
子
不

一
レ
平
也
。
』
又
於
二
畿
内
諸
界

一
祭
二
疫
神

一
。

▽
同
年
十
月
廿

五
日
。

皇
太
子
向

二
伊
勢

一
。
先

レ
是

。
皇
太
子
寝
疾
久
不
二
平

復

一
。
至
レ
是
親

拝
二
神
宮

一
。
所

三
以
賓
二
宿
祷

一也
。

〈
以
上

『
続
紀
』

よ
り
抜
華
V

か
く
て
遂

に
、
同
九
年
冬
、
未
だ
回
復
し
て
い
な

い
病
中
の
身
を
お
し

て
、

山
部
皇
太
子
は
伊
勢

に
親
拝
す

る
の
で
あ
る
。
文
中
、

「

カ
エ
リ
モ
ウ
シ
ス

餐

(
ム
ク
イ
マ
ツ
ル

)
」

と

い
う
語
を
用

い
て
は
い
る
が
、
文
詞
の
内
容
を
見

る
に
、
充
分
の
快
癒

に
達

し

て
い
た
と
は
解
し
難
い
。
し

か
も
、

こ
の
親
拝

は
、
当
時
七
十
才

の
父
帝
光

仁

の
命
に
よ
る
と
言
う
よ
り

は
、

四
十
二
才
の
皇
太
子
山
部
自

身
の
意
志

に
出

た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
何
故

の
親
拝
で
あ

ろ
う
か
。
高
取

正
男
氏
が
、
最

近
の

好
著

『
神
道
の
成
立
』
の
中

で
屡
々
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う

に
、

「
六
国
史

(
注
旭
)

を
通
じ

て
皇
太
子
の
参

宮
は

二
例
し
か
な
い
。
」
他
の

一
例
は
、
外
な
ら
ぬ
桓

(七
九
一
)

武
の
皇
太
子
と
な

っ
た
安
殿
親
王

(
平
城

)
が
、
十
三
年
後

の
延
暦
十
年
十
月

廿
七
日
に
行
な
う
皇
太
子
親
拝

で
あ
り
、
同

日
条

に
は

「
先
レ
是
。

皇
太
子
枕

席

不
レ
安

。
久
不
二
平
復

一。
是

日
。
向

二
伊
勢

太
神
宮

一
。
縁
二
宿
祷

一也
。
」

と
あ

っ
て
、
そ
の
状

況
は
文
詞
よ
り
日
時
ま

で
、
父
山
部

の
場
合
と
殆
ど
同
じ

い
。
と
れ
ら

二
例
の
皇
太
子
参
宮

に
関
し
て
、
従
来
の
史
家

に
よ
る
解
釈

に
は

政
治
的
犠
牲
者
た
ち
の
怨
霊

に
よ
る
恐
怖

と
す

る
線
が
強
調
さ
れ

て
来
た
。
た

し
か
に
、
光
仁
期

の
後
半
あ

た
り
か
ら
怨
霊
思
想
が
勃
然
と
し

て
起

こ
り
、

そ

れ
に
対
す
る
種

々
の
施
策

が
な
さ
れ
続

け
て
行
く

こ
と
は

『
続
紀
』
読
者

の
等

し
く
認
め
る
と

こ
ろ
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
し

て
も
、

こ
の
病
中

の
身
を
お
し

て

の
皇
太
子
親
拝
の
二
例
は
異
様

で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

で
あ
れ
ば

こ

そ
、
前
掲
書

に
お
け
る
高
取
氏
は
、
更
に

「
謁
廟

の
礼
」
を

そ
の
理
由
と
し

て

あ
げ

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(注
19
)

然
し
、
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
斎
内
親
王
や
祭

主
大
中
臣
氏
の
手
に
負
え

ず
、
ま

た
、
仏
教
で
も
役

に
立
た
な

い
、
直
接
、
皇
太
子
自
ら
が
参
宮
し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
よ
う
な
要
因
と
は
、
い

っ
た
い
何

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
外

な
ら
ぬ
皇
太
子
自
身
と
伊
勢
祖
霊
自

身
と

の
関
係

に
係
わ
る
、
絶
対

に
他
の
介

入
を
許
さ
ぬ
要
因
で
は
な
か

っ
た
か
。
私
見

に
よ
れ
ば
、
怨
霊

へ
の
恐
怖

が
桓

武
の
心
中

に
勃
然
と
し
て
雨
し
は
じ
め
る
の
は
宝
亀

七
年
、
井
上
廃
后
母
子

の

死
の
翌
年
あ

た
り
か
ら
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
が
、
同
八
年
か
ら
病
床

に
臥
し
、

同
九
年
皇
太
子
親
拝

へ
と
続
く

(
伊
勢
》

へ
の
顕
著
な
傾
斜

の
中

に
は
、

そ
の

よ
う
な

怨
霊

へ
の
外
因
的
な
畏
怖
以
上
に
、

い

っ
そ
う
深
部

の
心
因
性

に
根
ざ

し
た

自

己
謎
責

の
思
い
が
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
、

と

考

え
ら
れ
る
。

そ
れ

も
、
特

に
伊
勢
神
宮
の
祖
霊

に
対
す
る
山
部
自
身

の
深
い
畏
怖
と
陳
謝
の
意

が

籠
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

従

っ
て
、

前
述

の

「
天
皇
不

レ
禁
」
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と
あ
る
言
詞
の
底

に
は
、

い
わ
ば
共
同

の
当
事
者

で
あ

っ
た
酒
人
と
の
交
渉
を

極
力
避
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ

っ
た
と
も
解
さ
れ
よ
う
。

酒

人

へ
の

寵
愛

は
、
既

に
早
く
衰
え
る
べ
き
運
命
を
辿

っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
推
定

さ
れ

る
。そ

れ

に
し
て
も
、
次

の

「
婬
行
弥
増
。
不
レ
能
二
自
制

一
。
」
と
い
う
記
述

の

中

に
は
、
不
気
味
な
狂
的
錯
乱
の
響
き
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
。

酒

人
の
側
の
心
情

を
推
察
す
る
に
、

そ
れ
は
、
激
し
い
悩
乱

の
果
て
の
自
己
破

壊
的
な
行
動
で
は
な
か

っ
た
か
。
だ
か
ら

こ
そ
、
桓
武

の
側
の
心
情

と
し

て
は

「
天
皇

不
レ
禁
」

で
あ
る
外
な

い
し
、
ま
た
だ
か
ら
こ
そ
、
酒
人
の

こ
の
自
虐

に

も
似
た
行
動
は
行
く
当

て
も
な

い
蟻
地
獄

の
中
の
苦

し
み
で
あ

っ
た
。
伊
勢
祖

霊

に
対
し
て
罪
を
犯
し

た
斎
王
は
、
い

っ
た
い
何
処

へ
行
け
ば
よ

い
の
で
あ

ろ

う
か
。
前
掲

『要

録
』

の
文
中

に
あ

っ
た

「
常
於
二
東
大
寺

一
。

行
二
万
燈
之

会

一
。
」

に
見
ら
れ
る
酒
人

の
熱
心
な
奉
献
行
為

や
、

三
計
筑

夢

で
女
朝
原
前

斎

王
が
先
立

っ
た
時
、
三
庄
園
五
○

三
町
歩
を
施
入
し
た
弘
仁
九
年
三
月
廿
七

日
付

「
酒
人
内
親

王
施

入
状
」

(
「
正
倉
院
文
書
』
)
に
お
け
る
仏
教

へ
の
傾

倒
、
ま

た
、
自
ら
の
死
を
念

っ
て
は
僧
空
海

に
槌

っ
て
遺
し

た
弘
仁
十

四
年
正

月
廿

日
付

「
為
酒

人
内
公
主
遺
言
」

(
「
性
霊
集
」

)
に
見
え
る
自

己
追
福
法

会

へ
の
謙
虚
な
指
図
等
は
、
彼

女
が
懸
命

に
求
め
て
い
た
そ
の
救

い

へ
の
方
向

(
注

20
)

を
如
実

に
示
し
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
問
題
を
元
に
戻
し
て
、
宝
亀
九
年
山
部

伊
勢
親
拝

の
場
合
は
無
論
で
あ

る
が
、
後
の
延
暦
十
年
安
殿
親
拝
の
場
合
も
、
当
時
十

八
才

の
安
殿
の
意
志

で

あ

っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
五
十

五
才

で
あ

っ
た
父
帝
桓
武

の
命

に
よ
る
も

の
で

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
六
国
史
上
類

稀
な

二
度

に
亙
る
皇
太

子

伊
勢
親
拝
は
、
す

べ
て
山
部

(
桓
武

)
の
意
志

に
よ
る
も

の
で
あ

っ
た
。
専

制
君
主
桓
武
の
心
底

に
、
初
め
て

こ
の
世
を
超
え
た
も
の

へ
の
恐
れ
を
抱

か
し

め
た
最
大

の
誘
因
は
、

「
春

日
斎
宮
」
酒

人
と

の
間
に
、

そ
の
伊
勢
群
行
前

の

潔
斎
地
に
お
い
て
既
に
発
生
し

て
い
た
、
と
論
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

山
部
は
同
母
兄
妹
婚
と
斎
王
侵
犯
と
の
タ
ブ

ー
を
同
時

に
行
な

っ
て
い
た
訳

で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、

こ
の
罪
意
識
を
あ
ま
り
現
代

風
な
深
刻
さ

で
考
え
て

し
ま

う
こ
と
は
、

古
代

の
問
題
を
他
に
逸
す

る
恐
れ
が
あ
ろ
う
。
そ

れ

よ

り

も
、
こ
れ
ら

の
禁
忌
の
罪
意
識
が
古
代
社
会
内
部

に
お
い
て
、

そ
の
時
代
に
応

じ
て
消

長
し

て
い

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
を
、
い

っ
そ
う
学
問
的

に
問

う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
然
し
、

こ
れ
は
現
在

の
筆
者

の
学

力
に
は
余
る
大
き
な
問

題
で
あ
る
か
ら
、
今
後
自

ら
の
課
題
と
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

2

桓
武

の

「
昔
、
男
」
的

イ
メ
ー
ジ
と
そ
の
周
辺

さ
て
、
三
十
数
名

の
所
謂

「
キ
サ
キ
」
た
ち

に
対
し
て
、
桓
武
は
常
に
適
宜

な
処
遇
を
忘
れ
な
か

っ
た
。
桓
武

に
対

し
て
後

宮
の
非
難
が
生

じ
な
か

っ
た
の

(注
21
)

は
、
そ
の
故

に
よ
る
と
す

る
立
言
も
あ
る
6
と
す
れ
ば
、
桓
武

こ
そ
は
、
光
源

氏
を
頂
点
と
す
る
王
朝

「
色
好

み
」
の
先
縦
者
的

モ
デ

ル
と
言

う
こ
と
が
で
き

よ
う
か
。
従

っ
て
、

「
昔
、
男
」
像

に
と

っ
て
も

一
つ
の
先
縦
的
位
置
を
占
め

る
、
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

こ
の

こ
と
は
、

歴
史
的

に

振
り
返

っ
て
も

か
な
り

首
肯

さ
れ
る

ふ
し
が
あ

る
。業

平
の
父
系
を
辿
る
と
、

そ
の
父
は
平
城

天
皇
第

一
皇
子
阿
保
親
王
。
従

っ

て
、
桓
武
は
業
平
の
曽
祖

父
。
母
系
を
辿
れ
ば
、
母
は
桓
武
第
九
皇
女
伊
都
内

親
王

で
あ
る
か
ら
、

い

っ
そ
う
近
く
、
桓
武
は
外
祖
父

に
当
た
る
。
つ
ま
り
、

業
平
は
父
系

・
母
系
と
も
に
桓

武
の
濃

い
血
脈
の
う
ち

に
あ
る
。

一
方
、
外
祖
父
桓
武
の
同
母
妹

で
あ
り
、
そ
の
愛
妃
で
も
あ

っ
た
酒
人

に
対

し

て
業
平
は
、
祖
母
同
様
の
親
近
感
を
抱
か
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
彼
を
取
り

一42一



巻
く
時
人
た
ち
は
決
し

て
無
関
心
で
は
あ
り
得
な
か

っ
た
に
違
い
な
い
。

つ
ま

り
、

『
伊
勢
物
語
』

の
作
者

た
ち
が
、
複
合
的

「
昔
、
男
」
像
と
し
て
の
業
平

像
を
、
そ
の
心
象
世
界

の
内
部
に
形
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
平
安
京

遷
都
以

前

の
時

点
に
ま

で
容
易

に
遡
及
し
て
そ
れ
を
合
成
し
得

る
条
件
が

揃

っ

て

い

た
。
ま
し
て
、

そ
の
業
平

の
祖
父
に
あ

た
る
人
と
、

そ
の
祖
母
同
様
の
人
と

の

(注
22
)

間

に
、
格

別
に
異
色
的
な
伝
承
が
介
在
し
て
い
た
場
合
は
、
尚
更
で
あ

ろ
う
。

さ

て
、

「
昔
、
男
」
は
、

「
し
る
よ
し
し

て
、
か
か

に
い
に
け
り
」

と
あ

る

が
、
山
部

が
有
名
な
狩
猟
癖
の
持
主

で
あ

っ
た

こ
と
は
、
正
史

に
遺
さ
れ
た
彩

(
注

23
)

し

い
回
数
の
遊
猟
記
事

に
よ

っ
て
既

に
周
知
の
事
実

で
あ

る
。
更

に
、
桓
武

の

(八
○
五
)

死
の
前
年
、
六
十
九
才
の
時
、
延
暦
廿
四
年
正
月
十

四
日
の
記
事

に
注

目
し
よ

う
。

「
平
明
。
上
急
召
二
皇
太
子

一。

(中
略

)
放

二
却
鷹
犬

一
。
侍
臣
莫

レ
不
レ
流

レ

涙
。
」

(
『
後
紀
」
)

桓
武
は
恐
ら
く
悪
夢
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

一
カ
月
後
、

同
年

二
月
十

日
条

に
石
上
神
宮

に
陳
謝
す
る
宣
命

が
出
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
中

に
も

「
大

御
夢
.
覚
志
坐
尿
依
さ

と
あ
り
、

病
床

に
あ

っ
た
桓
武
は
い
ろ
い
ろ

の
夢

に
悩

ま
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
夜

明
け
近
く
、
急
に
皇
太
子
安
殿
を
膝
許
に
召
し

て

重
臣
と
と
も

に
後
事
を
託
し
た
後
、

日
頃
愛
用
の
狩
猟

の
具
で
あ

っ
た
鷹
と
犬

と
を
全
て
放

た
せ
た
。
そ
の
前
年

の
十

一
月
ま

で
は
頻
繁
に
遊
猟

に
明
け
暮
れ

て
い
た
老
天
皇
の

こ
の
大
変
化

に
、
そ
の
場

に
い
た
人

々
は
皆
泣

い
た
、
と
い

う
の
で
あ
る
。

こ
の
記
事
は
、
寧
ろ
逆
に
、
彼

の
狩
猟
癖
の
並

々
で
な
か

っ
た

こ
と
を
証
し
す
る
伝
承
の
よ
う

に
解
さ
れ
る
。

ま
た
、

『寛
平
御
遺
誠
』
を
原
拠
と
し
て
、
桓
武
の
素
人
ば
な
れ
し
た
狩
猟

癖

に
つ
い
て
の
立
論
も
な
さ
れ

て
い
る
。

「
延
暦

の
帝
王
は
、

日
ご
と

に
南
殿
の
帳

の
中

に
御
し

て
、
政
務
の
後
に
、

衣

冠
を
解
き
脱
ぎ
て
、
臥
し
起
き
飲

食
し

た
ま

ひ
き
。
ま

た
鷹
司
の
御
鷹
を

く
ら
は

て
つ
か

喚

ひ
て
、
庭
前
に
て
呼
び
餌

し
め
た
ま

ひ
き
。
或
時

は
御
手
ら
砦
爪
等

の
好

(注
24
)

む

べ
き
も
の
を
作
り
た
ま
ひ
き
。
」

「
ま
た
」
と

一
応
文
は
切
れ
て
い
る
が
、
気
持
の
上

で
は
前
文
と
続

け
て
理

解

さ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
政
務

の
余
暇
に

一
息

入
れ

て
寛

い

だ

桓

武

が
、
自

分
自

身
の
飲
食

の
後
、
愛
鷹

の
世
話

に
自

ら
楽
し
ん

で
い
る
日
常

の
人

間
性
が
窺
い
知
ら
れ
る
。

(八
九
七
)

こ
の
、
寛
平
九
年
の
譲
位
に
あ

た

っ
て
宇
多

が
醍
醐

に
与

え
た
具
体
的
な
感

懐
と
伝
承
は
、

そ
の
他
の
面
に

つ
い
て
も
桓
武
の
風
貌
を
生
き
　

と
物
語

っ

て
い
て
貴
重

で
あ

る
が
、
そ
れ
が
古
今
「
集
撰
進
の
直
前

の
時
点

で
あ
り
、
從

っ

て
第

一
次

「
伊
勢
』

の
基
本
部

分
成
立

の
時

に
も
相
当
し
て
い
る
だ
け

に
、
注

目
さ
れ
る
も

の
が
あ
る
。
伝
承
的
世
界
の
構
築
素
材
と
し

て
、
特

に
山
部

(
桓

武

)
の
イ
メ
ー
ジ
構
成
上
、
極
め

て
有
効
な
説
得
力
を
持

っ
て
い
た
も
の
と
思

(注
25
)

わ
れ
る
。

こ
れ
を
要

す
る
に
、
鷹
狩
を
愛
好
し
た
天
皇

に
は
他
に
嵯
峨

・
淳
和
二
帝
も

あ
り
、
ま

た
そ
れ
は
平
安
初
期
貴
族

一
般
の
風
習

で
あ

っ
た
と
し

て
も
、
高
取

(
注

26
)

氏
の
言
わ
れ
る

「
王
者
貴
顕

の
嗜
み
」
と
し
て
の
鷹
狩
り
の
作
法
が
伝
え
ら
れ

た

の
は
、
百
済
王
氏
と
の
姻
戚

に
あ

っ
た
桓
武

に
お
い
て
最
も
基
本
的
な
源
流

を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
と
す
れ
ば
、
酒
人
↓
山
部
の
線

が
背
後

に
感
じ
ら
れ

る

『
初
段
」

「
昔
、
男
」

の
状
況
設
定
の

一
つ
と
し
て
、

「
狩
り
」
が
配
さ
れ

て
く
る
こ
と
も
、
必
ず
し
も
偶
然
で
あ

っ
た
と
は
思
わ
れ
な

い
。

さ
て
、
桓
武
の
性
情

に
関
し

て
、

も
う

一
つ
触
れ
て
お
き
た

い

こ
と

が

あ

る
。
そ
れ
は
、
意
外
な
即
興
性
と
和
歌

へ
の
嗜
好

に

つ
い
て
で
あ
る
。
桓
武

の

崩
伝

に
は
、

「
不
レ
好

二
文
華

一」

と
あ
る
が
、
そ
れ
は
漢
詩
文
流
の
文
華
を
意

味
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
類
聚
国
史
」
所
引
、
延
暦
十

四
年
四
月
十

一
日
の
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曲
宴
記
事

に
よ
れ
ば
、
次
の
有
名
な
古
歌
相
聞
の
伝
承
が
残
さ
れ

て
い
る
。

天
皇
諦
二
古
歌

一
日
。
「
(歌
略

)
」
勅
二
尚
侍
従
三
位
百
済
王
明
信

一令

レ
和

レ

之
。
不

レ
得

レ
成
焉
。
天
皇
自
代
和

日
。

「
(
歌
略

)
」
侍
臣
稻

二
万
歳

一
。

衆
目
の
中
、
尚
侍
百
済
王
明
信
に
向
か

っ
て
天
皇

は
、
い
き
な
り
、
古

歌

「

い
に
し

へ
の
野
中

ふ
る
道
あ
ら

た
め
ば
あ
ら
た
ま
ら
む

や
野
中

ふ
る
道
」
と
歌

い
か
け

て
返
歌
を
待

っ
た
。
そ
れ
に
返
し
得
な
い
ま
ま
黙
り

こ
ん
で
い
る
彼
女

の
姿
を
見
て
、
ま

た
桓
武
自

身
が
、
古
歌

「
君

こ
そ
は
忘
れ
た
る
ら
め
に
ぎ

た

ま

の
手
弱
女
わ
れ
は
常
の
白
玉
」
と
代
諦
し

て
、
そ
の
場

の
窮
地
を
救

っ
た
と

い
う
。

一
寸
出
来
す
ぎ

て
い
る
話
で
あ
る
が
、
話
半

分
と
し

て
も
、
そ

こ
に
は

か
な
り
濃
厚
な
即
興
性
及
び
譜
誰
性

へ
の
嗜
好
と
、
ま

た
、
和
歌

へ
の

一
方
な

ら
ぬ
傾
斜
と
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
も

の
が
あ
る
。
従

っ
て
、
先
掲
「
不
好
文
華
」

は
専

ら

「
漢
詩
文
」

の
謂

で
あ

っ
た
と
解

さ
れ
よ
う
が
、

そ
れ
な
ら
ば
尚
更
、

万
葉

の
歌
人
志
貴
皇
子
-
第

1
部

に
述

べ
た

「
春

日
の
ゆ
か
り
」
　

の
孫

で
あ

り
、
ま
た
同
時

に
、

「略

無
二
才
学

一
。
善
作

二
倭
歌

一
。
」

(

)
と
評

さ
れ
た
業
平
を
孫
と
す

る
桓
武
そ
の
人
に
相
応
し

い
逸
話
で
あ

っ
た
と
言
う

こ

と
が
で
き
よ
う
か
。
そ
し

て
更
に
、

こ
の
場
面
を
支
え
て
い
る
二
人
ー
百
済
王

明
信
と
桓
武
ー
が
共

に
業
平
と
の
系
譜
的
脈
絡
上

に
存
在
す
る
事
実
に
も

目
を

留

め
た
い
。
即
ち
、
業
平
の
玄
祖
母

に
当

た
る
明
信
に
対
し
て
、
同
じ
く
外
祖

父

で
あ
り
嘗
て
の
愛
人

で
も
あ

っ
た
桓
武
が
歌
い
か
け
た
こ
の
相
聞
歌
の
伝
承

は
、
業
平

の
属
す
る
在
原
氏

に
と

っ
て
は
全
く
家
伝
的
世
界

の
も
の
と
も
な

っ

て
来
る
訳

で
あ
る
。

)

さ
て
、

こ
の
曲
宴
記
事
の
始
末
は
、

「
侍
臣
称
二
万
歳

一
。
」
と
結

ば
れ
、

そ

の
場

の
破
局
を
見
ず
し

て
目
出
度

く
歌
い
収
め
ら
れ
た
桓
武

そ
の
人
の
即
興
的

な
行
為

に
対
し
て
、

一
同
称
賛
の
声
を
発
し

た
と

い
う
の
で
あ
る
。
か
く
て
、

こ
の
場

の
仕
儀
は
時

人
の
心

に
深
く
留

め
ら
れ
、

一
躍
公
的
な
説
話
伝
承
化

へ

.系
図

参

照

「
三
代
実
録
」

所
収
率
伝

の
素
因
を
じ

ゅ
う
ぶ
ん
に
獲
得
し
た
次
第
が
理
解

さ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ

は
と
も
あ
れ
、

こ
の
、
意
識
的
に
か
無
意
識
的
に
か
、

一
旦
相
手

の
心
を
窮
地

に
陥
れ
た
後
に
、

そ
れ
を
ま
た
咄
嵯

の
機
転
で
自
ら
救

い
上
げ

る
と

い
う
局
面

の
心
理
的
展
開
は
、

「
つ
い
で
お
も
し
ろ
き

こ
と
と
も
や
」
と
い
う

「
伊
勢
物

語
』
初
段
の
形
成
に
つ
い
て
も
、

い
さ
さ
か
関
係

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
は
第
皿
部

に
お
い
て
述

べ
た

い
。

む
す
び
ー

山
部
と
酒
人

と
の

〃
兄
妹

の
恋

〃

酒
人
の
容
姿

に
関
し
て
は
、

「
容
貌
妹
麗

。
柔
質
窃
爽
。
」
と
あ

っ
た
。

『

名

義
抄
」

に
は
、

「
窮
」

・

「
窃
」
と
も
に
、

「
サ
ヒ
シ

・
タ
ヲ
ヤ
カ
ナ
リ
」

と
訓
ず

る
。
大
野
晋
氏
は
、
〈
漢
文
訓
読
系

の
文
章

で
は

「窃
窮
」

の
訓
は

「

ナ

マ
メ
ク

・
ナ

マ
メ
イ
タ
リ
」

と
あ
り
、
し
な

や
か
、
あ
で
や
か
な
美
の
意
。

仮
名
文
系
で
の
用
法
と
多
少
ず

れ
云

々
〉

(

)
と
述

べ
ら
れ
る
。
平

安
も
初
期

に
近
い

「
伊
勢
物

語
」

の
場
合
、

そ
れ
も
第
二
次
成
立
期

に
属
す
る

と
推
定
さ
れ
て
い
る

「
初
段
」

の
場
合

に
お
い
て
は
、
ま
だ
か
な
り
漢
文
訓
読

系
の
意
味
と
の
関
連
性
も
無
視
す
る
訳

に
行

か
な

い
。
と
す
れ
ば
、
山
部

に
と

っ
て
の
酒

人
の
容
姿
は
、
正
し
く

「
い
と
な
ま
め

い
た
る
を

ん
な
は
ら
か
ら
」

の
そ
れ
に
著
し
く
接
近
す
る
も

の
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま

い
。

ま
し
て
冒
頭

の
、

「
な
ら
の
京
、
か
す
が
の
さ
と

に
、
し
る
よ
し
し

て
」
と

い
う
発
想
の
中

に
は
、
第

1
部

に
お

い
て
述

べ
た

「
春

日
」
の
ゆ
か
り

に
連
な

っ
た
両
者
の
伝

承
的
イ

メ
ー
ジ
を
呼
び
起

こ
し
、
更

に

「春

日
斎

宮
」
酒
人
の

思
い
出
を
辿

っ
て

盒
伊
勢

国
〉

へ
の
志
向
を
も
喚
起
す
る
と
い
う
隠
さ
れ
た
発

想
の
路
線
を
、
当
時

の
読
者

た
ち
は
じ

ゅ
う
ぶ
ん
享
受

で
き
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
従

っ
て
、
語
り
手
の
側
も
、

そ
の
想
い
を
誘
発

で
き
る
こ
と
を
意
識
し

な

が
ら
、
お
も
む
ろ

に
そ
の
冒
頭
部
を
語
り
は
じ
め

た
の
で
あ

る
。

「
古
語
辞
典
」

語
源
注
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「
む
か
し
、

を
と

こ
、
う

ひ
か
う
ぷ
り
し

て
、
な

ら
の
京
、
か
す
が
の
さ
と

、

、

、

、

、

、

、

、

に
、
…
…
。
そ
の
さ
と

に

。

。
お
も
ほ
え
ず
、

ふ
る
さ
と
に
...・.・。
」

場
所

の
設
定
を

こ
の
短

い
文
の
間
に
三
度
も
繰
り
返
す
ゆ
る
や
か
な
テ

ン
ポ

は
、

そ
の
為
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
作
者
は
、
聞
き
手
の
側
に
何
ご
と
か
を

思

い
起

こ
さ
せ

る
た
め

に
、
ゆ

っ
く
り
と
念
を
押
し

て
い
る
、

と
受

け
取
れ
る
。

む
ろ
ん
、

そ
の
由

々
し
い
思
い
出
の
語
り
ぐ
さ
は
、
遠
い
過
去

の
伝
承
的
世

界
か
ら
揺
曳
す
る
陰
影
と
な

っ
て
人

々
の
記
憶
の
底
を
漂
い
、
語
り
手

の
緩

や

か
な
テ

ン
ポ
に
乗
せ
ら
れ
な
が
ら

「
か
す
が
の
さ
と
」

が
語
り
直

さ
れ

て
行
く

う
ち

に
、
あ

の
山
部

・
酒
人
に
ま

つ
わ
る
黒
い
霧

は
あ
と
か
た
も

な

く

消

え

て
、

そ

こ
に
は
、

全
く
新
し
い
時
代

の
、

新
し
い
人
間
像
業
平
朝
臣

が
、

い

や
、
も
う

一
つ
の
創
造
的
次
元

に
ま

で
昇
華
さ
れ
た

「
昔
、
男
」
像
が
、
初

々

し

い
姿

で
立

っ
て
い
た
、

と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
序
論

に
余
り
に
も
多
く
を
費
し
て
し
ま

っ
た
が
、
次

の
第
皿
部
に
お

い
て
は
、
本
稿

の
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
を
展
開
し
だ
い
と
思
う
。

注

1

竹
内
理
三
他

「
日
本
古
代
人
名
辞
典
」

(
昭
貌
)
は
、
酒
人
の
生
母
を
高
野
新
笠
と
解
し
て
い
る

が
、
尚
読
解
上
の
問
題
が
存
し
て
い
る
。
竹
内
氏
自
身

「古
代
か
ら
中
世

へ
上
ー

政
治
と
文
化
」

(昭
脇
)
九
八
頁
に
触
れ
て
お
ら
れ
る
。

同
母
妹
説
を
積
極
的
に
主
張
す
る
論
者
は
少
い
。
例
え
ば
、
目
加
田
さ
く
を

「物
語
作
家
圏
の
研

究
」

(
昭
39
)
三
四
ニ
ー
九
頁
。

2

林
陸
朗

「
桓
武
天
皇
の
後
宮
」

(
「国
学
院
雑
誌
」
77
リ
3
、
昭
51
・
3
)
、
塚
野
重
雄

「井
上

内
親
王
の
子
」

(
「古
代
文
化
」
28
号
、
昭
51
・
11
)
な
ど
。

3

「本
居
宣
長
全
集
」
第
七
巻

(昭
葡
)
四
四
三
頁
。

4

〔
「続
日
本
紀
」
皇
親
叙
位
に
お
け
る
前
位
記
欠
落
調
査
)

有無
無
前
位

記
者
名

文

武
一元

明

一元

正
一聖

武

一孝

謙

「淳

仁
[称

徳

う光

仁
一植

武

[

計

新
田
部

皇
子

丹
波
王

日
下
女

王
等

山
部
王
酒
人
内

親
王

浄
庭

(女
)主

問
題
の

「
(称
徳
)
・
光
仁

・
桓
武
紀
」
に
夫
々
-
例
ず
つ
現
わ
れ
る
。
然
し
、
山
部

.
浄
庭
の
場

合
は
い
ず
れ
も
単
独
授
位
で
あ
る
か
ら
、

転
写
時
の
欠
脱
も

生
じ
得
よ
う
。
現
に

「浄
庭
王
」
は

「浄
庭
女
王
」
の
誤
脱
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
酒
人
の
場
合
は
皇
親
の
一
般
叙
位
で
あ
る
の
に
、
ひ
と

り
前
位
記
を
欠
い
て
い
る
ば
か
り
か
、
皇
親
尊
号
ま
で
も
他
と
異
に
し
て
い
る
の
は
全
く
理
解
し
が

た
い
。
何
ら
か
の
理
由
で

一
旦
外
さ
れ
、
後
再
び
挿
入
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。

(注
20
)

5

野
村
忠
夫

「後
宮
と
女
官
」

(教
青
社
歴
史
新
書
、
昭
53
)
特
に
二
三
六
頁
。

6

藤
原
不
比
等

県
犬
養
三
千
代

多

比

能

　
橘

諸

兄

(葛
城
王
)

美
努
王

(三
野
王
ト
モ
)

7

角
田
文
衛

「
日
本
の
後
宮
」
巻
末

「斎
宮
表
」
に
よ
る
。
=(既
嚇
樺
崩
碗
P
甜
嘱
燗
枇
黙
細
鶉

鰯
「
二代
硬
記
」
)

8

甲
田
利
雄

「斎
宮
覚
書
」

(其
八
)

〔
「史
料
纂
集
」
会
報
第
9
号
〕
昭
45
。

9

「
日
本
紀
略
」
弘
仁
八

(
八
一
七
)
年
四
月
廿
五
日
条
、

「
二
品
朝
原
内
親
王
亮
。
…
…
母
日
二

品
酒
人
内
親
王
。
年
升
九
。
」

10

「雄
略
紀
」
三
年
夏
四
月
条
。

(
岩
波
古
典
大
系

「
日
本
書
紀
」
上
、
昭
42
)
四
六
六
頁
。

11

斎
院
慧
子
は
天
安
元

(八
五
七
)
年
二
月
廿
八
日
退
下
、
在
位
八
年
。
斎
宮
情
子
は
貞
観
十
八

(
八
七
六
)
年
月
日
未
詳
退
下
、
在
位
十
八
年
。

12

「日
本
紀
略
」
華
山
、

寛
和
二

(
九
八
六
)
年
六
月
十
九
日
条

「
伊
勢
斎
王
済
子
於
二野
宮
一、

輿
二
瀧
口
武
者
平
致
光
一密
通
之
由
風
聞
。
云
々
」
。
「帝
王
編
年
記
」

・
「十
訓
抄
」
に
も
同
様
記

事
。
尚
、
こ
の
時
よ
り
滝
口

・
蔵
人
所
の
野
宮
宿
直
は
停
止
さ
れ
た
由
、

「神
宮
典
略
」

(薗
田
守

良
著
陶
神
宮
司
庁
発
行
)
六
七

一
頁
。
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13

こ
の
辺
り
の
立
論
は
、
片
桐
洋

一
「伊
勢
物
語
の
研
究

〔研
究
篇
〕
」
に
負
う
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。

14

筒
井
英
俊
校
訂

「東
大
寺
要
録
」
巻
十
、
「雑
事
章
之
余
」

(国
書
刊
行
会
、
昭
46
)。
尚
、

「続

々
撃
書
類
従
」
所
収
本
文
に

「優
二其
衰
暮

一」
と
あ
る
を
以
て
校
定
し
た
。

15

坂
本
太
郎

「六
国
史
」

(歴
史
叢
書
、
昭
45
)
三
四
五
頁

・
三
五
七
頁
。

16

拙
稿
〈

「伊
勢
物
語
」
初
段
を
考
え
る

(上
)
第
1
部
地
誌
的
褐
野
よ
り
の
接
近
ー

「春
日
」

の
ゆ
か
り
考
〉

(
「語
文
研
究
」
四
七
号
、
昭
駈
・
6
)

17

桓
武
は
、
皇
太
子
に
な

っ
て
間
も
な
い
宝
亀
四
年
四
月
廿
三
日
、
既
に
そ
の
前
年
よ
り
前
斎
王
侵

犯
の
罪
に
よ
っ
て
厳
罰
に
処
せ
ら
れ
て
い
た
中
務
大
輔
菅
生
王
を
そ
の
罪
か
ら
救
っ
て
い
る
、
と
推

定
さ
れ
る
事
実
が
あ
る
。

▽
宝
亀
三
年
十
月
五
日
。
中
務
大
輔
従
五
位
上
兼
少
納
言
信
濃
守
菅
生
王
。
坐
レ
軒
二
小
家
内
親
王
一

除
名
。
内
親
王
削
二
属
籍
一。
〔小
宅
女
王
ト
モ
。
前
々
代

伊
勢斎
宮
。
ー
吉
田
注

〕

▽
宝
亀
四
年
四
月
廿
三
日
。
復
二
菅
生
王
本
位
従
五
位
上
一。
〈
以
上

「続
紀
」
V

当
時
中
務
卿
で
あ

っ
た
山
部
は
、
中
務
大
輔
菅
生
王
の
直
接
上
司
で
あ

っ
た
か
ら
、
山
部
自
身
そ

の
処
罰
の
内
容
は
熟
知
し
て
い
た
筈
で
あ
り
、
寧
ろ
、
厳
罰
に
処
し
た
の
は
外
な
ら
ぬ
山
部
自
身
で

あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
菅
生
王
処
罰
の
期
間

(
10
/
5
1
翌
年
4
/
23
)
が

前
に
考
定
し
た
山
部

・
酒
人
の
密
事
推
定
時
期

(
11
/
13
ー
翌
年
1
/
1
)
を
全
く
内
包
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
山
部
は
自
ら
の
行
動
を
省
み
て
、
多
少
の
自
責
の
念
を
伴
い
な
が
ら
厳
罰
除
名
さ
れ

て
い
る
菅
生
王
の
罪
を
強
引
に
も
救
お
う
と
し
た
、
と
解
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
こ

の
事
実
は
本
稿
に
と
っ
て
の
有
力
な
傍
証
と
な
る
。

18

高
取
正
男

「神
道
の
成
立
」

(平
凡
社
選
書
、
昭
54

・
4
)

一
五
三
頁
。

19

注

18

「前
掲
書
」

一
五
八
-
九
頁
。

20

「酒
人
内
親
王
施
入
状
」

一
巻
、
奈
良
正
倉
院
。

(
「平
安
遺
文
」
古
文
書
篇
第

一
巻
、
昭
鵠
訂

正
版
。
三
○
⊥

三

頁
)
。
岩
波
古
典
大
系

「三
教
指
帰

・
性
霊
集
」
昭
40
、
二
五
四
ー
六
頁
。

尚
、
前
掲

「東
大
寺
要
録
」
所
収
文
中
に
、
「弘
仁
年
中
優
二其
衰
暮

う。
特
授
二
二
品
}。
」
と
あ

っ
た
。
弘
仁
年
中
と
い
え
ぱ
、
酒
人
五
十
七
=
七
十
才
で
あ
る
。

(特
授
年
月
日
は
不
詳
。
注
9
の

弘
仁
八
年

「朝
原
莞
伝
」
に
は

「母
日
二
品
酒
人
」
と
見
え
る
。
時
に
酒
人
六
十
四
才
。
)
平
城
妃

と
な

っ
て
い
た
女
朝
原
は
弘
仁
三
年
五
月
十
六
日
、
平
城
妃
を
自
ら
辞
し
た
が
、
そ
の
時
三
十
四
才

に
し
て
既
に
二
品
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
早
く
十
九
才
に
し
て
三
品
と
な
っ
て
い
た
母
酒
人
に
、

五
十
七
才
以
降
に
至
る
ま
で
叙
位
の
こ
と
が
な
か

っ
た
の
は
不
可
解
で
あ
る
。
し
か
も
、
酒
人
は
あ

る
時
期
に
は

「
寵
幸
方
盛
」
と
時
め
い
た
身
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
疑
念
は

一
そ
う
深
ま

る
。
先
述
の
狂
的
な
錯
乱
が
原
因
と
な
っ
て
一
時
后
妃
の
位
を
停
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ

な
く
は
な
い
。
と
す
る
と
、
酒
人
は
何
や
ら
二
条
后
に
以
通
っ
て
来
る
。

(
因
み
に
、
皇
太
后
宮
高

子
=
二
条
后
は
東
光
寺
の
僧
善
祐
と
の
事
で
后
位
を
廃
さ
れ
た
の
が
寛
平
八
年

(八
九
六
)
、
五
十

五
才
の
時
。
本
位
に
追
復
さ
れ
た
の
は
四
十
七
年
後
の
天
慶
六
年

(九
四
三
)
で
あ
っ
た
と
い
う
。

ー

「大
日
本
史
」
)
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
先
掲

「
弘
仁
年
中
…
特
授
二
品
」
は
、
酒
人
の
仏
教
帰

依
に
よ
る
精
神
的
鎮
静
が
嘉
せ
ら
れ
る
状
態
に
ま
で
達
し
た
故
の
特
授
で
あ
っ
た
と
解
せ

ら
れ

よ

う
。
単
に

「
優
二
其
衰
暮

こ

の
故
だ
け
で
あ
っ
た
と
は
受
け
取
れ
な
い
。
そ
し
て
恐
ら
く
は
、

前

掲
注
4
で
述
べ
た

「無
前
位
記
」
の
出
来
は
、
そ
の
よ
う
な
削
入
時
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
は
あ

・
る
ま
い
か
。
例
の
、

「続
紀
」
に
お
け
る
大
巾
な
記
事
削
入
の
事
実
が
種
継
暗
殺

・
早
良
廃
太
子
事

件

に
関
し
て
生
じ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
必
ず
し
も
起
こ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

(
「続
紀
」
の
記
事
削
入
に
関
し
て
は
、
注
15

「前
掲
書
」
二
○
七
=
九
頁
)
。

21

角
田
文
衛

「桓
武
天
皇
」

(
「人
物
日
本
の
歴
史
3
王
朝
の
文
華
」
昭
51
)
六

一
頁
。

箆

萩
谷
朴

「平
中
全
講
」

(昭
34
)

一
九
五
頁
。
主
人
公
平
貞
文
を
モ
デ
ル
と
す
る
は
ず
の

「平
中

像
」
の
上
に
、
そ
の
父
、
平
好
風
の
好
色
的
性
格
が
部
厚
く
重
な

っ
て
投
映
さ
れ
て
い
る
旨
の
立
論

が
見
ら
れ
る
。

23

「続
日
本
紀
」

・
「
日
本
後
紀
」

(欠
落
部
分
は

「類
聚
国
史
」
を
以
て
補
う
)
を
通
じ
、

「遊

猟
」

・
「鷹
」
の
語
例
を
辿
っ
て
、
遊
猟
記
事
の
回
数
と
場
所
と
を
表
示
し
た
。
そ
の
回
数
の
み
な

恵美原～熊取野は桓武最晩年における摂河
泉三国への大規模な長期遊猟行幸

であったが、正史の記録に従 ってその
場所毎に1回 と数えた。

注

 

ら
ず
、
遊
猟
地
の
広
範
多
様
な
開
拓
に
お
い
て
も
、
桓
武
の
足
跡
は
こ
の
方
面
に
お
け
る
記
念
碑
的

存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
尚
、
桓
武
以
前
に
お
い
て
は
、
元
明
帝
以
降
僅
か
に
聖
武
の
3

回
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

更
に
、
少
年
時
代
か
ら
の
山
部
と
、
狩
猟
と
の
密
着
し
た
関
係
に
つ
い
て
は
、
村
尾
次
郎

「桓
武

天
皇
」

(人
物
叢
書
、
昭
38
)

[
二
=
八
頁
。
尚
、
桓
武
と
狩
猟
と
の
関
係
の
積
極
的
な
物
語
化
に

つ
い
て
は
、
雨
海
博
洋

「歌
語
り
と
歌
物
語
」

(昭
51
)
八

一
=
六
頁
に

「大
和
物
語
」

一
五
二
段
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に
お
け
る

「
な
ら
の
帝
」
を
桓
武
と
す
る
考
察
が
あ
っ
て
首
肯
さ
れ
る
。

24

岩
波
思
想
大
系

「古
代
政
治
社
会
思
想
」
(昭
鮎
)
所
収

「寛
平
御
遺
識
」

(
尊
経
闇
文
庫
蔵
本
、

大
曽
根
章
介
校
注
)
の
訓
読
に
よ
る
。

つ
い
で

む
ほ
む
O
よ
う

25

「御
遺
誠
」
に
桓
武
の
行
状
と
し
て
、

「行
路
の
次
に
、
も
し
御
興
あ
る
と
き
は
、
近
衛
等
を
し

て
相
撲
せ
し
め
た
ま
ふ
。
こ
れ
相
撲
を
好
ま
む
が
た
め
な
り
。
」
と
あ
る
が
、

「大
鏡
」
天
皇
本
紀

く
五
十
九
代
宇
多
天
皇
V
の
項
に

「王
侍
従
な
ど
聞
え
て
、
澱
上
人
に
て
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
殿

上
の
御
何
子
の
前
に
て
、
業
平
の
中
将
と
相
撲
と
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
程
に
、
御
何
子
に
う
ち
か
け
ら

れ
て
勾
欄
を
れ
に
け
り
。
そ
の
を
れ
め
今
に
は
べ
る
な
り
。
」

(
「古
勇
全
書
一
率
実
.

眞
奄
本
薬
ノ
ミ
昌賓
サ
)
と
あ
る
。
こ
こ

で
桓
武
=
宇
多
ー
桑
平
の
意
外
な
線
が
浮
き
上
が
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
業
平
は
、
陽
成
天
皇
の
元

慶
四

(
八
八
○
)
年
五
月
、
五
十
六
才
で
卒
し
て
い
る
。
そ
の
時
、
貞
観
九

(八
六
七
)
年
五
月
生

れ
の
宇
多

(
定
省
)
は
満
十
三
才
。
ま
だ
父
帝
光
孝
の
世
で
も
な
く
、
ま
た
王
侍
従
で
あ

っ
た
と
も

思
え
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
伝
承
が
発
生
す
る
下
地
は
、
例
の

「御
遺
誠
」
に
あ

っ
た

と
思
わ
れ
る
。
桓
武
外
孫
の
業
平
と
、
同
じ
く
桓
武
玄
孫
で
あ
り
そ
の
よ
き
伝
承
者
と
な
っ
た
宇
多

と
を
、
澱
上
で
相
撲
を
と
ら
せ
て
み
よ
う
と
す
る
発
想
が
出
来
た
の
は
、
要
す
る
に
桓
武
の
伝
漂
的

事
績
を
媒
介
と
し
て
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

%

注
18

「前
褐
書
」

一
四
五
-
七
頁
。

(
昭
騒
ρ
2
・
18
初
積

8
・
箆
成
稿
)
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順
子

橋
口

晋
作

津
田

修
造
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田

陳

達
子
博

田
坂

憲
二

九
州
大
学
大
学
院

(博
士
課
程
)

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
助
教
授

鹿
児
島
県
立
鶴
丸
高
校
教
諭

九
州
大
学
文
学
部
卒
業
生

九
州
大
学
大
学
院

(修
士
課
程
)

九
州
大
学
大
学
院

(博
士
課
程
)
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